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 ■検査の期日 

  〈第１次検査〉 

    平成21年７月12日(日) 

  〈第２次検査〉 

    平成21年８月19日(水)・20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日) 

 ■実施要項交付及び願書受付 

平成21年４月20日(月)～５月22日(金)  

 

※ 願書受付は、「特定記録郵便」による郵送のみとし、５月22日（金）

の消印まで有効とします。 
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１ 検査の目的 
 

  新潟県公立学校教員（新潟市立小・中・特別支援学校教員を除く。以下同じ｡)を

志願する者について、その採用に当たって、選考の資料を得ることを目的とします。 

 

 

２ 採用予定者数 
 
  小学校教諭およそ100人、中学校教諭およそ90人、高等学校教諭およそ60人、 

養護教諭およそ14人、栄養教諭およそ６人採用の予定です。 

  特別支援学校教諭は、上記小・中・高の採用予定者数に含まれます。 

  なお、需給状況により、出願校種にかかわらず特別支援学校教諭として採用する

ことがあります。また、小学校教諭として出願した者を中学校教諭に、中学校教諭

として出願した者を小学校教諭又は高等学校教諭に、高等学校教諭として出願した

者を中学校教諭に採用することがあります。 
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３ 出願の種別   

 

１ 一般選考 

  下記のいずれか一つについて出願してください。ただし、中学校・高等学校教諭

については教科別に出願してください。なお、特別支援学校教諭は、小・中・高の

合格者の中から採用するので、第一希望とする者は受検願書の希望欄にその旨を明

記してください。 

 (1) 小学校教諭 

 (2) 中学校教諭 

   「国語」「社会」「数学」「理科」「音楽」「美術」「保健体育」「技術」 

   「家庭」「英語」 

(3) 高等学校教諭 

   「国語」「地理歴史・公民」「数学」「理科」「保健体育」「英語」「家庭」

「水産」「工業」「商業」 

    ただし、「地理歴史・公民」「理科」「工業」については、次の①～③のと

おりとし、選択したものを提出書類の「教科(科目)」の欄に記入してください。 

    ① ｢地理歴史・公民｣ については、歴史、地理又は公民の中から一つを選択

して出願してください。 

    ② ｢理科｣ については、物理、化学又は生物の中から一つを選択して出願し

てください。 

    ③ ｢工業｣ については、機械、電気又は建築のいずれか一つを選択して出願

してください。 

 (4) 養護教諭 

 (5) 栄養教諭 

  ※ 学校栄養職員の採用については、人事委員会が別に行います。なお、学校栄

養職員の採用数はおよそ３人の予定です。 

 

２ 身体障害者特別選考 

 (1) 募集校種及び教科(科目) 

   「１ 一般選考」のすべてで募集します。 

 (2) 採用予定数 

   およそ６人の予定です。 

 (3) 検査の特例 
   一般選考受検者と同様の検査を行いますが、点字・拡大文字・手話・車いす等、 
  必要に応じて対応します。また、実技検査の内容等について障害の種類や程度に

応じて配慮するとともに、必要に応じ実技検査の一部又は全部を免除します。 
 (4) 応募資格 
   年齢及び免許状要件は、「４ 出願の資格」と同じとし、次のア、イの条件を

満たす者とします。 
  ア 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が１級から６級までの者 
  イ 自力による通勤及び職務遂行が可能な者 
 (5) 採用後の配置 
   障害の程度を勘案して配置します。 
 (6) 細部については、新潟県教育庁義務教育課又は高等学校教育課までお問い合わ

せください。 
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４ 出願の資格 
 

 (1) 学校教育法第９条及び地方公務員法第16条の欠格条項に該当しないこと。 

 (2) 昭和45年４月２日以降に生まれた者であること。 

 (3) 出願校種の教諭の普通免許状、養護教諭の普通免許状又は栄養教諭の普通免許

状を有している者、若しくは、これらの免許状を平成22年３月31日(水)までに取

得する見込みの者であること。 

 

(注１) 現在、新潟県公立学校教職員（教諭・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員）

又は新潟市立の公立学校教職員（教諭・養護教諭・栄養教諭・学校栄養職員）

である者は、この検査を受けることができません。 

(注２) 他の都道府県の公立学校教員として勤務している者で、当県公立学校教員を

志望する者は受検してください。 

(注３) 教諭に出願し、日本国籍を有しない者は、任用の期限を付さない常勤講師に

任用します。 

 

 

５ 検査の期日 
 

  第１次検査 

   平成21年７月12日(日）［１日間］ 
 
  第２次検査 

   平成21年８月19日(水)・20日(木)・21日(金)・22日(土)・23日(日)［５日間］ 

  ※ 詳細は13、14ページ参照 

 

 

６ 検査の場所 
 

 (1) 第１次検査 
小学校教諭 新潟市立関屋中学校 

（新潟市中央区浜浦町） 
中学校教諭 「国語」「社会」「数学」 
      「理科」「技術」「英語」 
養護教諭 
栄養教諭 

新潟市立鳥屋野中学校 
（新潟市中央区女池） 

中学校教諭 「音楽」 
高等学校教諭「地理歴史・公民」「理科」 

「商業」「水産」「工業」 

県立新潟中央高等学校 
（新潟市中央区学校町通） 

中学校教諭 「美術」「家庭」「保健体育」 
高等学校教諭「国語」「数学」「保健体育」 

「英語」「家庭」  
 

県立新潟高等学校 
（新潟市中央区関屋下川原町）

 
 (2) 第２次検査 

小学校教諭 新潟市立関屋中学校（新潟市中央区浜浦町） 
中学校教諭 
養護教諭 
栄養教諭 

新潟市立鳥屋野中学校（新潟市中央区女池） 

高等学校教諭 県立新潟西高等学校（新潟市西区内野関場） 
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７ 検査の内容・方法 
 

 (1) 第１次検査（出願者全員） 

   ア 筆答検査（Ⅰ・Ⅱ）・論文……全員について行います。（身体障害者特別選

考受検者を含みます。） 

    ◯小学校教諭 

     ・筆答検査Ⅰ（教職・一般教養に関するもの） 

        ・筆答検査Ⅱ（教科に関するもの） 

       国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、生活の９教科

及び英語ヒアリング検査とします。 

・論 文 

   ◯中学校教諭 

     ・筆答検査Ⅰ（教職・一般教養に関するもの） 

     ・筆答検査Ⅱ（教科に関するもの） 

       「国語」「社会」「数学」「理科」「音楽」「美術」「保健体育」 

      「技術」「家庭」「英語」の中で出願した１教科とします。 

        ・論 文 

   ◯高等学校教諭 

     ・筆答検査Ⅰ（教職・一般教養に関するもの） 

     ・筆答検査Ⅱ（教科（科目）に関するもの） 

       「国語」「地理歴史・公民」「数学」「理科」「保健体育」「英語」    

「家庭」「水産」「工業」「商業」の中で出願した１教科とします。 

      ただし、「地理歴史・公民」「理科」「工業」については、次のとおり

です。 

     ①「地理歴史・公民」については、歴史、地理又は公民の中から選択して

出願した一つとします。 

     ②「理科」については、物理、化学又は生物の中から選択して出願した一

つとします。 

          ③「工業」については、機械、電気又は建築の中から選択して出願したい

ずれか一つとします。 

        ・論 文 

   ◯養護教諭 

     ・筆答検査Ⅰ（教職・一般教養に関するもの） 

        ・筆答検査Ⅱ（養護に関するもの） 

    ・論 文 

   ○栄養教諭 

    ・筆答検査Ⅰ（教職・一般教養に関するもの） 

    ・筆答検査Ⅱ（給食管理・食育に関するもの） 

    ・論 文 

  イ 実技検査等 

     中学校教諭及び高等学校教諭について次のように行います。なお、小学校教

諭及び養護教諭の実技検査は、第２次検査で行います。 

   ◯中学校教諭 

     「音楽」「美術」「保健体育」「技術」「家庭」「英語」の受検者について

行います。 
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    ・「音楽」の受検者について 

      ① 平成21年度用文部科学省検定済教科書中学校音楽科用に掲載されて

いる「赤とんぼ」「花の街」「夏の思い出」「浜辺の歌」「荒城の

月」「花」「早春賦」の中から当日指定する１曲を、ピアノ伴奏をし

ながら歌唱します。（楽譜は当日指定したものを使用） 

      ② アルトリコーダーによる視奏をします。（曲は当日指定） 

    ・「保健体育」の受検者について 

      ① 器械運動、② 陸上競技、③ 水泳を必修とし、 

      ④ バスケットボール、バレーボールから１種目を選択し、 

      ⑤ 柔道、剣道、ダンスから１種目を選択し、 

       計５種目を行います。 

但し、上記の①～⑤以外の種目で、下記の対象種目において、国体、

全日本選手権、全日本学生選手権大会（１部）等の全国規模の大会で入

賞した実績をもつ者は、「自己選択種目」として、実技検査の１種目を

免除し、実績による書類審査と置き換えることができる。（過去４年間

の実績に限る、出願時に実績等を証明する書類を提出） 

＜対象種目＞ 

・学習指導要領で示されている種目 

・国民体育大会種目 

・全国高等学校総合体育大会（インターハイ）種目 

・全国中学校体育大会種目 

    ・「英語」の受検者について 

      英語によるオーラルプレゼンテーションを行います。(当日、与えられた

文章を朗読) 

・「美術」「技術」「家庭」の受検者について 

  当日、課題を提示します。 

   ◯高等学校教諭 

    「保健体育」「英語」「家庭」の受検者について行います。 

    「保健体育」「英語」「家庭」の受検者については、中学校の「保健体育」

「英語」「家庭」の受検者と同様に行います。 

 

 (2) 第２次検査（第１次検査合格者） 

   ア 性格検査……全員について行います。 

  イ 模擬授業……養護教諭、栄養教諭を除く全員について行います。 

    与えられた課題により、実際の授業を想定して模擬授業を行います。 

    なお、模擬授業の課題分野については、第１次検査実施後、７月21日(火)ま

でに義務教育課及び高等学校教育課のホームページに掲載します。 

   ウ 個人面接……全員について行います。 

   エ 実技検査 

   ○小学校教諭 

    運動実技検査……シャトルラン、マット運動、水泳（クロール・平泳ぎ各25

ｍ） 

    音楽実技検査……ピアノ演奏（小学校学習指導要領に示された第４・５・６

学年の歌唱の共通教材の中から１曲を選び、ピアノ伴奏を

しながら歌唱します。伴奏譜を２部用意し、当日１部を検

査官に提出してください。） 

   ○養護教諭 

    救急処置に関する実技検査 



 - 6 -

８ 検査の配点及び判定基準 
 

(1) 第１次検査 

  ア 配点  

 筆答検査Ⅰ 筆答検査Ⅱ 論 文 実技検査 合  計 

小 学 校 教 諭 ５０点 ２００点 ５０点  ３００点 

２００点  ３００点 
中 学 校 教 諭 ５０点 

１００点 
５０点 

１００点 ３００点 

２００点  ３００点 
高等学校教諭 ５０点 

１００点 
５０点 

１００点 ３００点 

養 護 教 諭 ５０点 ２００点 ５０点  ３００点 

栄 養 教 諭 ５０点 ２００点 ５０点  ３００点 

※ 筆答検査Ⅱには英語ｵｰﾗﾙﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ（中・高）及び英語ﾋｱﾘﾝｸﾞ検査（小）を含む 
 
  イ 判定基準 

① 「筆答検査Ⅰ」、「筆答検査Ⅱ」、「論文」及び「実技検査」とも設定し

た基準に達しない者は不合格とします。 

② 上記①による不合格者を除き、「筆答検査Ⅰ」、「筆答検査Ⅱ」、「論

文」及び「実技検査」の合計点に基づき、提出書類の記載内容等も含めて、

一件ごとに審査を行い、合否の判定を行います。 

 

(2) 第２次検査 

  ア 配点  

 模擬授業 個人面接 実技検査 合  計 適性検査 

小 学 校 教 諭 ５０点 ５０点 ２０点 １２０点 ５段階評価

中 学 校 教 諭 ５０点 ５０点  １００点 ５段階評価

高等学校教諭 ５０点 ５０点  １００点 ５段階評価

養 護 教 諭  ５０点 ２０点  ７０点 ５段階評価

栄 養 教 諭  ５０点   ５０点 ５段階評価
  

イ 判定基準 

① 「模擬授業」、「個人面接」、「実技検査」及び「適性検査」とも設定し

た基準に達しない者は不合格とします。 

② 上記①による不合格者を除き、「模擬授業」、「個人面接」及び「実技検

査」の合計点に基づき、提出書類の記載内容や第１次検査結果等を勘案し

て、一件ごとに審査を行い、合否（登録）の判定を行います。 

 



９ 出願に必要な書類 
 

 (1) 出願時に提出する書類（自筆で記入してください。） 

ア 受検願書（所定用紙「表裏印刷」） 

イ 第１次検査受検票（所定用紙） 

ウ 自己申告カード（所定用紙「表裏印刷」） 

エ  特別支援学校勤務希望調書（所定用紙、特別支援学校教諭を第一希望とする

者のみ提出） 

オ 実績を証明する書類（中学校教諭・高等学校教諭の保健体育の受検者で「自

己選択種目」を希望する者のみ提出） 

カ 第１次検査受検票送付用封筒（長形３号120mm×235mmに80円切手をはり、郵

便番号・あて先を明記し、氏名には、「様」を必ず付記してください。速達を

希望する場合は 350円の切手をはり、速達であることを朱書してください。ま

た、封筒はのり付き封筒を用いてください。） 

 

 (2) 受検時に提出する書類（出願時には提出しないでください） 

ア 教育職員免許状の写し 

ただし、平成22年３月31日までに免許状を取得見込みの者は、在学する大学・

短大の学長が発行する免許状取得見込証明書 

なお、聴講生又は科目等履修生として単位修得中の者にあっては、受講証明

書及び卒業した大学の単位修得証明書 

イ 最終学校の卒業・修了証明書又は在学する学校の卒業見込証明書 

ウ 最終学校の学業成績証明書又は在学する学校の学業成績証明書 

エ 人物等に関する証明書（所定用紙「表裏印刷」、最終学校の教職員又は最終

職場の所属長等が自筆により記載したもの） 

オ 第１次検査結果の通知用封筒（長形３号120mm×235mmに80円切手をはり、郵

便番号・あて先を明記し、氏名には、「様」を必ず付記してください。速達を

希望する場合は 350円の切手をはり、速達であることを朱書してください。ま

た、封筒はのり付き封筒を用いてください。） 

   

(注１) (2)のイ及びウの「最終学校」とは、通信教育によって免許状を取得するため

に在学している大学等を除くものとします。 

(注２) (2)のウ及びエの書類は、所属長又は証明者において厳封したものとします。 
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10 実施要項の交付及び出願の方法 
 

 (1) 実施要項の交付 

   出願の所定用紙は、平成21年４月20日(月)から交付します。 

   小・中学校教諭、養護教諭、栄養教諭希望者は新潟県教育庁義務教育課のホー

ムページから、高等学校教諭希望者は新潟県教育庁高等学校教育課のホームペー

ジから所定用紙をダウンロードし、上質紙(白)に「表裏印刷」してください。 

    義務教育課ホームページ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/gimukyoiku/ 

    高等学校教育課ホームページ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/ 

   なお、直接交付を希望する場合は、小・中学校教諭、養護教諭、栄養教諭の希

望者は新潟県教育庁義務教育課、高等学校教諭希望者は新潟県教育庁高等学校教

育課で受け取ってください。ただし、土・日曜日及び休日を除く８時30分から17

時15分の間に限ります。また、上・中・下越教育事務所、新潟県東京事務所、新

潟県大阪事務所でも直接交付しています。 

   また、郵送で請求する場合は、のり付きの返信用封筒（角形２号241mm×332mm

に140円切手をはり、郵便番号・あて先明記）を必ず同封してください。 

   小・中学校教諭、養護教諭、栄養教諭出願者は、 

    〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 新潟県教育庁義務教育課長あて 

   高等学校教諭出願者は、 

    〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 新潟県教育庁高等学校教育課長あて 

   封筒の表に「教員受検願書請求」と朱書してください。 

   (注）県庁専用郵便番号「950-8570」を記載した場合は、所在地の記載を省略す

ることができます。 

 (2) 出願の方法 

   願書は、「特定記録郵便」による郵送でのみ受け付けます。 

  ア 提出書類及び提出期間 

   ① 前掲９ (1)ア～カの書類は、４月20日(月)から５月22日(金)までの間に

「特定記録郵便」による郵送で提出してください。５月22日(金)の消印まで

有効です。 

   ② 前掲９ (2)のア～オの書類は、第１次検査当日の７月12日(日)に持参して

ください。(出願時には提出しないでください。） 

  イ 身体障害者特別選考希望の受検者及び受検に際して特別の配慮を必要とする

受検者 

    身体に障害等があり、受検に際して特別の配慮を必要とする場合は、その事

情と配慮を求める事項について、受検願書の「備考」欄に記載してください。 

    なお、別紙（自由形式）に記載し、提出してもよいです。 

  ウ 提 出 先 

    小・中学校教諭、養護教諭、栄養教諭出願者は、 

    〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 新潟県教育庁義務教育課長あて 

    高等学校教諭出願者は、 

    〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 新潟県教育庁高等学校教育課長あて 

  （注１）封筒の表に「教員受検願書在中」と朱書してください。 

   (注２）県庁専用郵便番号「950-8570」を記載した場合は、所在地の記載を省略

することができます。 
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11 そ の 他 
 

 (1) 出願は、「特定記録郵便」による郵送に限りますので、受検願書提出者に対す

る受検願書受付通知は送付しません。 

 (2) 「第１次検査受検票」は、平成21年６月中旬に送付します。「第１次検査受検 

  票」には検査場所、その他受検上の注意等が指示してあるので注意してください。 

 (3) 提出した書類は返却しません。 

 (4) 第１次検査結果の通知は、合否にかかわらず８月10日(月)に発送の予定です。

８月17日(月)までに通知がない場合は電話で照会してください。なお、合格者の

受検番号を８月10日(月)17時までに義務教育課及び高等学校教育課のホームペー

ジに掲載します。 

    義務教育課ホームページ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/gimukyoiku/ 

    高等学校教育課ホームページ 

http://www.pref.niigata.lg.jp/kotogakko/ 

 (5) 受検に関する問合せは、義務教育課又は高等学校教育課のホームページに掲載

してある「平成22年度新潟県公立学校教員採用選考検査Ｑ＆Ａ」で確認してから

にしてください。受検票受け取り後の、受検や書類の提出に関する問合せに当た 

  っては、必ず、出願種別、受検教科（科目）、受検番号を明らかにしてください。 

   また、返信を必要とする場合は、郵便番号・あて先を明記し、80円切手をはっ

たのり付き封筒を同封してください。 

 (6) 給与は、当県の給与に関する条例・規則に基づいて決定します。 

 (7) 連絡・照会先（土・日曜日及び休日を除く８時30分から17時15分の間に限りま

す。） 

   ◯小・中学校教諭、養護教諭、栄養教諭出願者 

    〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 

          新潟県教育庁義務教育課管理第１係 

            電話（代表）025(285)5511 内線3855・3856 

            ・選考検査当日の緊急電話 025(280)5601 

  ◯高等学校教諭出願者 

    〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１ 

          新潟県教育庁高等学校教育課管理係 

            電話（代表）025(285)5511 内線3879・3880 

            ・選考検査当日の緊急電話 025(280)5610 

 (8) 選考検査結果の通知 

   第１次検査で不合格になった者及び第２次検査で登録されなかった者全員に対

して、本人の選考検査結果を通知します。 

 (9) 健康診断書の提出 

   健康診断書の提出は、平成22年度新潟県公立学校教員採用内定者のみとします。 

  内定通知発送時に、所定の健康診断書を送付するので、指定された期日までに提

出してください。 

 (10) 採用内定者へのガイダンス 

   採用内定者については、11月７日(土)（予定）にガイダンスを実施します。 
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新潟県教員採用におけるスポーツ･芸術特別選考制度 
 

   新潟県では、スポーツ・芸術において秀でた技能をもち、世界レベルの 

実績を有する人を通常の教員採用選考検査とは別枠で選考し、教諭として 

採用します。 

 

 

 出願の資格 

 

   スポーツ・芸術特別選考の対象者は、教育職員免許状等の教員採用にお 

ける資格を満たしており、次の条件のいずれかを満たす者とします。 

   ア スポーツの分野において、世界大会レベルの競技会出場経験があり、 

優秀な成績をおさめた者 

   イ 美術、音楽、演劇等の芸術の分野において、世界レベルのコンクー 

ル、展覧会等において優秀な成績をおさめた者 

 

 

 選考の方法 

 

   応募者の出願書類の書類選考により選ばれた者について面接を行い、審 

査を経て選考します。 

 

 

 出願の期間 

 

    募集は随時行っています。 

 

 

  
出願に当たっては、事前に下記に照会してください。 

 

  小・中学校教諭希望者  新潟県教育庁義務教育課管理第１係 

                     電話（代表）025(285)5511 

                          内線3855・3856 

 

  高等学校教諭希望者   新潟県教育庁高等学校教育課管理係 

                     電話（代表）025(285)5511 

                          内線3879・3880 
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■第１次検査持参品 

 

 

 (1) 第１次検査受検票 

 

 (2) 受検時に提出する書類（９(2)ア～オ） 

 

 (3) 筆記用具 

   直線定規（20cm程度、目盛付） 

   上履、昼食（午後も検査のある受検者） 

    鳥屋野中学校・関屋中学校会場での受検者は下敷（無地のもの） 

 

 (4) 上記のほか、出願校種別に次のものを準備持参すること。 

    ア 中学校教諭 

      ・音楽……アルトリコーダー 

      ・美術……三角定規一組、鉛筆（デッサン用）、消しゴム、はさみ、のり、 

カッターナイフ、カッターマット（Ａ４程度の大きさのもの） 

      ・保体……運動着上下、運動靴（屋内用、屋外用）、水着、武道において 

柔道を選択する者は柔道衣、剣道を選択する者は竹刀及び防具 

      ・技術……三角定規一組、コンパス、実技用実習着 

・家庭……裁縫用具一式（裁ちばさみ、糸切りばさみ、指ぬき、まち針、 

チャコペンシル、へら）、調理用実習着（腕を覆うもの）、 

三角巾 

    イ 高等学校教諭 

・保体……中学校保体受検者と同じもの 

・家庭……中学校家庭受検者と同じもの 

      ・工業……関数電卓（ただし、プログラム電卓及びポケットコンピュータは 

不可)、三角定規一組 

      ・商業……電卓（ただし、プログラム電卓及びポケットコンピュータは不可）

 

 

   

受  検  者  心  得 

   

 

           １ 検査会場内はすべて禁煙とします。 

 

       ２ 検査会場内では携帯電話の電源を切ってください。 

  

           ３ 自家用車の乗り入れは禁止します。また、会場周辺 

の店舗等への無断駐車は厳禁します。 

 

       受検者心得に違反した場合はそれ以降の検査を受けさ 

      せない場合もあります。 

 

 



検査場所案内 
 
 

 新潟市立鳥屋野中学校  
・ＪＲ新潟駅南口から３番のバス停 

笹出線県庁行又は中央循環線（笹 

出線・県庁・古町・新潟駅）に乗 

車。「鳥屋野中学入口」バス停で 

下車（新潟駅から所要時間約１５ 

分）。徒歩約１０分。 

 

 

 

                                          

 新潟市立関屋中学校  
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・ＪＲ越後線「関屋駅」下車。徒歩 

約１５分。 

・ＪＲ新潟駅万代口バスターミナル 

から10・11番線の浜浦町・信濃町 

・西部営業所行又は西循環（浜浦 

町先廻り）行に乗車。「浜浦町２ 

丁目」バス停下車（新潟駅から所 

要時間約３０分）。徒歩約５分。 

 

 

 県立新潟高等学校  
・ＪＲ越後線「白山駅」下車。徒歩 

約１５分。 

・ＪＲ新潟駅万代口バスターミナル 

 から８番線の学校町・信濃町・西 

 部営業所行又は西循環線（信濃町 

先回り）に乗車。「新潟高校前」 

バス停下車（新潟駅から所要時間 

約２０分）。徒歩約３分。 

 

 

 県立新潟中央高等学校  
・ＪＲ越後線「白山駅」下車。徒歩 

約１５分。 

・ＪＲ新潟駅万代口バスターミナル 

 から８番線の学校町・信濃町・西 

部営業所行又は西循環線（信濃町 

先回り）に乗車。「学校町２番町」 

バス停下車（新潟駅から所要時間 

約２０分）。徒歩約３分。 

 

 

 県立新潟西高等学校  
・ＪＲ越後線「内野西が丘駅」下車。 

徒歩約１０分。 

 

 

詳しくは、ＪＲ東日本のホームページ及び新潟交通のホームページ 

で確認してください。 
 



■第１次検査

月 日(曜)

時
分

出願種別 検査場所

新潟中央高等学校
（新潟市中央区学校町通）

新潟高等学校
（新潟市中央区関屋下川原町）

地理歴史・公民
理      科
商      業
水      産
工      業

国 語
数 学
家 庭

家　　庭
（実 技 検 査）

美 術
家 庭

受

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
付

新潟高等学校
（新潟市中央区関屋下川原町）

７月12日(日)

筆

答

検

査

（

Ⅰ

・

Ⅱ

）

・

論

文

（

Ⅰ
・
Ⅱ
）

　
筆

答
検
査

論
　
　
文

検

 
査

 
オ

 
リ

 
エ

 
ン

 
テ

 
ー

 
シ

 
ョ

 
ン

英　　語
（オーラルプレゼンテーション）

保健体育
（オリエンテーション）

（実 技 検 査）

検査の場所・日程

技　　術
美　　術
家　　庭
音　　楽

（実 技 検 査）

英　　語
（オーラルプレゼンテーション）

養 護 教 諭

栄 養 教 諭

中
学
校
教
諭 技 術

鳥屋野中学校
（新潟市中央区女池）

国 語
社 会
数 学
理 科

英 語

音      楽

小 学 校 教 諭 関屋中学校
（新潟市中央区浜浦町）

 

中
学
校
教
諭

 

高
等
学
校
教
諭

保 健 体 育

高
等
学
校
教
諭

英 語

８
・
00

８
・
15

８
・
40

17
・
00

午

前

午

後

- 13 -



■第２次検査

月

日

時
分

出願種別 検査場所

検査の場所・日程

小 学 校 教 諭 関屋中学校
（新潟市中央区浜浦町）

(曜)
19日
(水)

８月

受付時間は、各自に通知する。

運

動

実

技

鳥屋野中学校
（新潟市中央区女池）

新 潟 西 高 等 学 校
(新潟市西区内野関場)

　

国　　語

社　　会

数　　学

理　　科

音　　楽

美　　術

技　　術

家　　庭

英　　語

保健体育

国　　語

地歴･公民

数　　学

理　　科

英　　語

家　　庭

水　　産

工　　業

商　　業

保健体育

養 護 教 諭

栄 養 教 諭

中
学
校
教
諭

高
等
学
校
教
諭

※
あ
ら
か
じ
め
指
定
し
た
日
時
に
次
の
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

・
音
楽
実
技
（
小
学
校
教
諭
の
み
）

・
実
技
（
養
護
教
諭
の
み
）

・
模
擬
授
業
（
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
を
除
く
）

・
個
人
面
接

・
性
格
検
査

23日
(日)

20日
（木）

21日
(金)

22日
(土)
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